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令和８年度薬剤師臨床研修の効果的な実施のための調査検討事業 

の実施について 

 

 

標記事業について、別紙「令和８年度薬剤師臨床研修の効果的な実施のため

の調査検討事業実施要綱」のとおり定めることとしたので、御了知の上、事業

を円滑に運用されたい。 

 

 



 

 

別 紙 

 

令和８年度薬剤師臨床研修の効果的な実施のための調査検討事業実施要綱 

 

第１ 目的 

医療現場における薬剤師の業務については、近年のチーム医療の進展や薬物

療法の高度化・複雑化等に対応するため、臨床での実践的な対応が必要である

ことから、薬剤師免許取得後に医療機関等における実地研修（以下「臨床研修」

という。）の充実が求められている。令和３年度から令和５年度に実施された

「卒後臨床研修の効果的な実施のための調査検討事業」において、臨床研修に

おいて実施すべき研修内容や方法を示す「薬剤師臨床研修ガイドライン」（以

下「ガイドライン」という。）の検討が行われ、令和６年３月にはガイドライ

ンを発出したところであるが、ガイドラインに基づく研修の実装にあたって

は、診療科が限られていることやマンパワー不足、単一施設での実施困難等に

より、ガイドラインに沿った研修を提供しがたい施設があること等が課題とな

っている。 

本事業では、薬剤師臨床研修の実施体制拡大に繋げるため、複数の研修病院

や研修薬局による研修施設グループの構築、研修受入体制の構築及びガイドラ

インに基づく研修を活用した薬剤師確保策等にかかる調査検討を行う。 

 

第２ 事業実施者 

本事業の実施者は以下の全ての要件を満たす法人とする。なお、事業実施者

は事業の一部を再委託することができる。 

（１）本事業を適切に実施できる能力を有する法人であること。 

（２）本事業の実施及び運営について、幅広い知見と経験を有していること。 

（３）医療や薬学教育（薬剤師臨床研修を含む）、薬剤師の自己研鑽による生

涯研修等の取組について、幅広い知見と経験を有していること。 

（４）本事業における情報収集、各種調査、薬剤師の臨床研修や薬剤師確保の

検討が適切に実施できる体制を有していること。 

 

第３ 事業内容 

１ 実施すべき事業について 



 

 

（１）事業の実施体制 

以下の（２）について、事業実施者である法人が中心となり、実施計画

書（任意様式）を策定し、計画に沿って本事業の調査検討を実施すること。 

 

（２）実施内容 

 ①薬剤師臨床研修の拡大のための調査検討 

臨床能力を身につけた実践者の育成のための標準的な研修カリキュラム

をガイドラインとして公表したところであるが、当該ガイドラインを踏ま

えた研修を提供する上で、研修実施体制の整備が喫緊の課題である。令和

６年度の「薬剤師臨床研修の効果的な実施のための調査検討事業」や令和

７年度の「薬剤師臨床研修の効果的な実施のための調査検討事業」の成果

も踏まえ、ガイドラインに基づく研修体制を社会実装するための方法論に

ついて調査検討等を行う。 

具体的には、以下の項目について調査・検討等を実施する。 

ア 基礎データの収集及び整理 

・研修受入可能病院の基礎情報（施設名、病床数、病院機能、薬剤師数、

薬剤部の補助者数、研修受講者数等） 

・複数の研修施設（研修病院及び研修薬局）が連携して研修を実施する場

合における施設毎の役割分担 

・研修施設グループ毎のガイドラインの実装範囲 

・臨床研修プログラム及び研修スケジュールの構成 

イ 社会実装に関するコスト計算及び制度設計 

・研修テーマ毎の人的コスト 

・臨床研修をグループ化して実施する場合の運営コスト及び対応方法 

・研修施設間における研修内容の調整に伴う運営上の課題 

・臨床研修実施に際し、受講生に係る雇用枠を確保する場合及び確保しな

い場合それぞれにおける実施形態並びに必要な予算措置 

ウ 臨床研修実施における実施施設・受講生の意識変化に関する調査 

・実施施設側における臨床研修の期待、臨床研修後の受講者に関する進路・

待遇（契約期間、正社員扱い、給与を含む） 

・受講生側における臨床研修の期待、臨床研修後の進路 

エ 受講生に関する調査及び整理 



 

 

・属性及び背景（出身大学、出身地、臨床研修（病院薬剤師）を希望した

理由、職業選択・キャリア選択における判断基準、他業態との給与格差

に関する意識等） 

・研修の実施を認知した経緯及び情報入手方法 

② 薬剤師臨床研修における指導薬剤師育成に係る講習会の実施 

令和７年度の「薬剤師臨床研修の効果的な実施のための調査検討事

業」の成果も踏まえ、指導体制整備等の検討を行う。 

・薬剤師臨床研修における指導薬剤師育成に係る講習会の企画・立案 

・講習会の実施（e-ラーニングを想定） 

・講習会実施に係る事務 

・講習会の修了証の発行、受講履歴の管理 

・将来の持続可能な体制整備の検討 等 

 

（３）最終報告書の作成 

本事業の実施後、事業実施者は、事業の実施計画書及び実施結果、並び

に上記（２）の検討内容を含む最終報告書（任意様式）を作成すること。 

 

２ 留意事項について 

本事業の実施期間中、厚生労働省医薬局総務課の求めに応じて、事業の進

捗状況等を報告すること。また、事業の実施状況に関して厚生労働省が確認

を行う場合があるため、その際には協力すること。 

 

第４ その他の事務手続きについて 

１ 上記第３の１（１）で作成した実施計画書については、令和８年度薬剤師

臨床研修の効果的な実施のための調査検討事業費補助金交付要綱（以下「交

付要綱」という。）で定める事業計画書に添付すること。 

 

２ 上記第３の１（３）で作成した報告書については、交付要綱で定める実績

報告書に添付すること。 

 

３ 本事業の実施に際し、疑義が生じた場合には、厚生労働省医薬局総務課と

相談すること。 



 

 

 

第５ 実施期間 

本事業の実施期間は基準額通知の発出日以降の実際に事業を開始する日

とし、事業終了予定期日は、当該年度の３月 31日までの日とする。 

 

第６ 経費負担等 

国は予算の範囲内で、交付要綱により交付するものとする。 

 

第７ 適用時期 

この要綱は、令和８年６月８日より適用する。 


